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むつ市議会第２５８回定例会会議録 第１号

令和５年１１月２８日（火曜日）午前１０時開会・開議議事日程 第１号

◎諸般の報告

第１ 会議録署名議員の指名

第２ 会期の決定

第３ 行政報告

【議案一括上程、提案理由説明】

第４ 議案第 84号 むつ市部設置条例の一部を改正する条例

第５ 議案第 85号 むつ市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

第６ 議案第 86号 むつ市特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

第７ 議案第 87号 むつ市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

第８ 議案第 88号 むつ市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

第９ 議案第 89号 むつ市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

第10 議案第 90号 財産の取得について

（除雪ドーザを、むつ市役所本庁舎に配備するためのもの）

第11 議案第 91号 指定管理者の指定について

（むつ市海と森ふれあい体験館の指定管理者を指定するためのもの）

第12 議案第 92号 指定管理者の指定について

（むつ市心身障害者ふれあいの家の指定管理者を指定するためのもの）

第13 議案第 93号 指定管理者の指定について

（地方卸売市場大畑町魚市場の指定管理者を指定するためのもの）

第14 議案第 94号 指定管理者の指定について

（むつ市奥薬研修景公園外１施設の指定管理者を指定するためのもの）

第15 議案第 95号 指定管理者の指定について

（むつ市水川目地区堆肥センターの指定管理者を指定するためのもの）

第16 議案第 96号 むつ市監査委員に選任する者につき同意を求めることについて

第17 議案第 97号 むつ市教育委員会の委員に任命する者につき同意を求めることについて

第18 議案第 98号 令和５年度むつ市一般会計補正予算

第19 議案第 99号 令和５年度むつ市介護保険特別会計補正予算

第20 議案第100号 令和５年度むつ市水道事業会計補正予算

第21 議案第101号 令和５年度むつ市下水道事業会計補正予算

本日の会議に付した事件

議事日程に同じ
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◎開会及び開議の宣告

午前１０時００分 開会・開議

〇議長（冨岡幸夫） ただいまからむつ市議会第

258回定例会を開会いたします。

ただいまの出席議員は22人で定足数に達してお

ります。

これから本日の会議を開きます。

◎諸般の報告

〇議長（冨岡幸夫） 議事に入る前に諸般の報告を

行います。

まず初めに、地方自治法第121条第１項に基づ

く今定例会への説明員の出席者については、お手

元に配信しております名簿のとおりであります。

次に、監査委員から、地方自治法第235条の２

第３項の規定に基づく例月出納検査の結果報告が

ありました。関係書類は事務局に保管してありま

すので、ご閲覧願います。

次に、本日市長から、公害対策に関する経過報

告、放射性廃棄物保管施設における安全対策に関

する経過報告、交通問題対策に関する経過報告、

工事請負契約に係る入札結果資料が提出されまし

たので、お手元に配信しております。

次に、全国市議会議長会等の会議結果につきま

しては、お手元に配信の報告書のとおりでありま

すので、ご了承願います。

次に、本日この後、下水道事業の今後の方針に

ついて、市長から行政報告がありますので、ご了

承願います。

以上で諸般の報告を終わります。

〇議長（冨岡幸夫） 本日の会議は議事日程第１号

により議事を進めます。

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

〇議長（冨岡幸夫） 日程第１ 会議録署名議員の

指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第89条の規定によ

り、２番杉浦弘樹議員及び12番佐藤広政議員を指

名いたします。

◎日程第２ 会期の決定

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第２ 会期の決定

を議題といたします。

お諮りいたします。本定例会の会期は、本日か

ら12月21日までの24日間としたいと思います。こ

れにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（冨岡幸夫） ご異議なしと認めます。よっ

て、会期は本日から12月21日までの24日間と決定

いたしました。

◎日程第３ 行政報告

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第３ 行政報告を

行います。

市長から報告を求めます。市長。

（山本知也市長登壇）

〇市長（山本知也） おはようございます。

下水道事業の今後の方針についてご報告いたし

ます。

当市の下水道事業は、市町村合併以前の平成６

年度から、むつ、川内、大畑及び脇野沢それぞれ

の地区で順次開始しております。このうち川内地

区及び脇野沢地区につきましては、平成22年度ま

でに整備を完了しており、残るむつ地区及び大畑

地区につきましては、下水道事業計画に基づき現
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在も整備を継続しております。

しかしながら、人口減少や高齢化、工事に係る

資材や燃料等の高騰などの社会情勢の変化に加

え、高性能な合併処理浄化槽の普及が進むなど、

下水道事業を取り巻く環境が計画当初から大きく

変わってまいりました。

このような状況から、むつ地区及び大畑地区に

おける下水道の新たな整備につきましては、一度

立ち止まり、今後の事業の方向性について検証が

必須であることから、令和５年９月27日に両地区

の再評価に係る対応方針について、むつ市公共事

業再評価委員会に諮問し、意見を求めたところで

す。

同委員会は、令和５年９月27日及び10月12日に

開催され、各地区の実情や、本年８月に実施した

アンケート調査結果等を踏まえた慎重な審議の結

果、11月８日に市に対して答申をいただいたとこ

ろであります。

、「 、同委員会としては これ以上の整備を行わず

「 」計画区域を整備済みの区域へ縮小する 計画変更

とし、それ以外の区域については、合併処理浄化

槽を促進することが適当であると判断する」との

答申であり、付帯意見といたしまして、１ 下水

道整備予定区域とされていたことで、これまで浄

化槽の補助金が受けられなかった地域について

、 。は 浄化槽設置の補助制度の適用地域とすること

２ 整備済区域の普及率を上昇させるため、下

水道へ接続するための排水設備工事に関する補助

制度を、これまで同様、維持すること。

以上の２点が示されました。

市といたしましては、これらの答申内容を真摯

に受け止め、下水道事業について「これ以上の整

、 、備を行わず 計画区域を整備済みの区域へ縮小し

それ以外の区域については合併処理浄化槽を促進

していく」方針とし、また、付帯意見にありまし

た合併処理浄化槽の設置及び下水道への接続に係

る補助金の交付については、継続と拡充の両面で

前向きに検討してまいりたいと存じます。

なお、今後はこの度決定した方針を基に、都市

計画法に係る「都市計画決定の変更」及び「都市

計画事業認可の変更」並びに下水道法に係る「事

」 、業計画の変更 を順次進めてまいりますとともに

現在既に整備されている下水道施設につきまして

は、汚水処理の運用を継続し、下水道への接続率

向上に向けて鋭意取り組んでまいりたいと考えて

おりますので、ご理解賜りたいと存じます。

以上、下水道事業の今後の方針についてご報告

させていただきます。

〇議長（冨岡幸夫） これより質疑を行います。

ただいまの報告に対し 質疑ありませんか 16番、 。

浅利竹二郎議員。

〇16番（浅利竹二郎） ただいまの市長の報告につ

いて、よくぞ決心してくれたと強い思いがありま

す。

そこで改めて、令和５年度において休止してい

る下水道施設の整備について、今後どのように対

応するのかお伺いいたします。

〇議長（冨岡幸夫） 公営企業管理者。

〇公営企業管理者（村田 尚） おはようございま

す。それでは、お尋ねにお答えいたします。

先般開催されましたむつ市公共事業再評価委員

会において、下水道事業の諸課題等についてご審

議いただいた結果、新規整備の中止を含む事業計

画の縮小について答申をいただいたところでござ

います。

同委員会におきましては、１点目といたしまし

て、費用対効果分析の結果、むつ処理区において

は事業を有効とする指標を下回ったこと。大畑処

理区においては、今後も下水道整備を続けること

によって費用対効果の悪化が見込まれること。２

点目として、全体計画の範囲に含まれている区域

でありながら、整備が中止されることにより下水
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道が整備されないこととなる区域の住民を対象に

アンケート調査を実施したところ、下水道の整備

を望む声が少なかったこと。３点目として、財政

シミュレーションにおいて、今後の整備費用等の

財政負担が大きくなっており、市議会においても

財政的負担をご指摘されていること。４点目とし

て、合併処理浄化槽の性能が向上し、下水道を使

用した汚水処理との性能差が見られなくなってき

ていることなどを総合的に判断し、答申いただい

たものと考えております。

今後は、答申の内容を踏まえ、下水道整備につ

いては、現在整備中の工事の完了をもって新規整

備の区切りとし、令和６年度中には都市計画審議

会を経て、都市計画法における都市計画決定を行

った上で、下水道事業計画の変更を進めてまいり

たいと考えております。

下水道整備の区切りに当たっては、供用区域に

おける接続率の向上と、それ以外の区域における

合併処理浄化槽の普及が不可欠でありますことか

ら、現在交付しております補助金の拡充を検討す

るなど、汚水衛生処理率の向上に努めてまいりた

いと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存

じます。

〇議長（冨岡幸夫） 16番。

〇16番（浅利竹二郎） 現在浄化槽の設置補助金に

ついてですが、５人槽で市、県及び国を合わせて

39万円の補助があります。さらに、国の補助とし

て、宅内配管、撤去費に対する補助制度がありま

すけれども、むつ市では申請しておりません。誠

にもったいない。汚水衛生処理率向上のため、そ

して市民の負担軽減のため、ぜひとも補助金の拡

充をお願いしたいところであります。

浄化槽の設置に関する補助金について、今後ど

のように拡充していくのかお伺いいたします。

〇議長（冨岡幸夫） 上下水道局長。

〇上下水道局長民生部理事（中村 久） お答えい

たします。

浄化槽の設置に対する補助金につきましては、

現行の制度ですと、近々下水道が整備される予定

の区域として指定され、実際にはまだ整備に至っ

ていない区域にあっては補助金の対象とならない

場合が生じるおそれがありますことから、不公平

感が生じることのないよう制度内容を精査してま

いりたいと考えております。

、 、また 国や県の補助制度を最大限活用するため

これまで補助対象となっていなかった工事費等に

対する補助の拡充につきましても検討してまいり

たいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存

じます。

〇議長（冨岡幸夫） 16番。

〇16番（浅利竹二郎） よろしくお願いします。

そこで、今従来下水道工事をしているところの

接続率の向上、これについて今後どのような取組

を行うのか、お願いいたします。

〇議長（冨岡幸夫） 上下水道局長。

〇上下水道局長民生部理事（中村 久） お答えい

たします。

令和４年度末時点の下水道接続率は、むつ処理

区37.7％、大畑処理区42.5％となっており、増加

傾向にはありますものの、接続率の向上は下水道

事業を継続する上で大きな課題であります。

先般のむつ市公共事業再評価委員会におきまし

ても、接続率の伸び悩みの要因は、個人の財政的

な負担が大きいことや、下水道の利点が見えづら

いからではないかといったご指摘をいただいてお

ります。

今後は、下水道への接続について丁寧に説明し

ながら、浄化槽設置の補助内容との整合性を考慮

しつつ、市民の皆様の負担軽減を図るため、補助

金の拡充を図ってまいりたいと考えておりますの

で、ご理解賜りたいと存じます。

〇議長 冨岡幸夫 ほかに質疑ありませんか 14番（ ） 。
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中村正志議員。

〇14番（中村正志） 詳しい計画につきましては、

今後決定されることと思いますが、何点かお聞き

したいと思います。

まず、先ほども若干触れていましたけれども、

国庫補助の部分も含めまして、財政に与える影響

はどのようになるのか。

また、先般たしか処理場の能力を２倍にしてい

たと思うのですけれども、それと今回のことに対

しての関連はどうなっているのか。

また加えて、将来的には終末処理場のダウンサ

イジング等々は考えられるのか。

あと最後、市内の業者さんがこれまで下水道工

事に対しまして、例えば技術の向上でありますと

か、それに合わせてそれなりの設備投資をされて

いるかと思うのですが、工事がなくなることによ

りまして、それらに対する対策といいますか、手

当てみたいなものは考えているのか。

以上、お願いします。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（山本知也） 私からは、市の財政に与える

影響についてご答弁をさせていただきたいと存じ

ます。

市の財政にどのような影響を与えるかというこ

とでありますけれども、これまでどおり新規の整

備を続けますと、整備にかかる事業費は、今まで

もそうなのですが、国費と地方債により賄われて

おりますので、新規整備を止めるとした場合は新

たな地方債の借入れがなくなりますことから、市

の一般会計から下水道事業会計に繰り出しており

ました償還に係る繰り出し基準内の負担が、市の

財政の負担が軽くなるものと考えております。

また、今まで整備しておりました事業がありま

すので、すぐに財政の繰り出しが減るということ

ではありませんので、新規に事業をした部分の償

還が、10年ないし20年の償還で今まで返しており

ますけれども、その負担が徐々に減っていくとい

うイメージで捉えていただければと存じます。

その他の質疑については、上下水道局のほうか

ら答弁させていただきます。

〇議長（冨岡幸夫） 上下水道局長。

〇上下水道局長民生部理事（中村 久） お答えい

たします。

まず、むつ処理区の２系統の増設の件になりま

すが、むつ処理区においては令和４年度末現在、

接続率を見ますと最大汚水量１日当たり1,515立

方メートルとなっております。仮に接続率80％と

なった場合、１日当たり2,950立方メートルとな

り、２系統１日当たり3,470立方メートルの処理

能力になりますことから、２系統必要だと判断し

てございます。

続きまして、ダウンサイジングの件になります

が、現在のところ、まだ検討してございません。

続きまして、業者に対するということになりま

すが、現在下水道工事をする上で使用しておりま

す仮設材等につきましては、主にリース及び外注

ということで業者さんのほうが進めておるようで

ございますので、業者さん的には仮設材等を持っ

ていることに対して損害になることはないかと考

えております。

以上です。

〇議長（冨岡幸夫） 14番。

〇14番（中村正志） ありがとうございます。

では、財政について、もう一点だけ。償還時に

交付税の措置がたしかあると思うのですが、それ

らは今後も変わらずにあるのかどうか。

また、国庫補助なので、これはやめてしまった

ら補助金を返さなくてはいけないとか、そういう

心配もないのか。その点お願いします。

〇議長（冨岡幸夫） 財務部長。

〇財務部長（松谷 勇） お答えいたします。

下水道事業に対しましては、元利償還金に対し
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まして普通交付税の措置のほうがございまして、

これらの償還につきましては、これまで借り入れ

た部分の償還に関わるものでございますので、交

付税につきましてはこれまで同様対象になるとい

うことになります。

以上でございます。

〇議長（冨岡幸夫） 公営企業管理者。

〇公営企業管理者（村田 尚） 国庫補助の返還等

についてのお尋ねだったと思いますが、先般県の

ほうにも確認したところ、再評価委員会等を経て

中止というような場合につきましては、返還の対

象には当たらないのではないかというような見解

をいただいているところでございます。

〇議長 冨岡幸夫 ほかに質疑ありませんか 12番（ ） 。

佐藤広政議員。

〇12番（佐藤広政） るる皆様のほうからお尋ねが

ありましたが、財政ということのお尋ねの中であ

ったのですが、今後下水道事業は、都市計画では

どのような方針で進めていくのかお伺いいたしま

す。

〇議長（冨岡幸夫） 都市整備部長。

（ ） 。〇都市整備部長 木下尚一郎 お答えいたします

都市計画マスタープランにおきまして、今後汚

水処理は合併浄化槽等において処理する方針に変

更していきたいと考えております。

〇議長（冨岡幸夫） ほかに質疑ありませんか。５

番濵田栄子議員。

〇５番（濵田栄子） 今合併浄化槽等の推進という

ことでお話ありましたけれども、下水道事業をス

トップすることによって環境問題等はどのように

考えているのかお知らせください。

〇議長（冨岡幸夫） 濵田栄子議員に申し上げます

が、今の行政報告は下水道事業本体のことであり

まして、環境についてというようなことについて

は、いろいろ今後一般質問でも取り上げることも

できますので、本体の部分についてだけの質疑に

限るようにお願いをいたしたいと思います。

答えられたらお願いします。公営企業管理者。

（ ） 。〇公営企業管理者 村田 尚 お答えいたします

現在下水道で処理している部分、それから合併

処理浄化槽で処理している部分と２つありますけ

れども、現状としましては、先ほどからも申し上

げているとおり、合併浄化槽も大分下水道に遜色

ないような性能になってきておりますので、特に

下水道から合併処理浄化槽に切り替えることによ

って環境に与えるような影響はほとんどないので

はないかというふうに考えております。

〇議長（冨岡幸夫） ほかに質疑ありませんか。１

番高橋征志議員。

（ ） 、〇１番 高橋征志 今回の下水道事業なのですが

そもそも川内地区と脇野沢地区は事業を完了して

いますけれども、むつ地区と大畑地区だけは未整

備だということですけれども、川内地区と脇野沢

地区でできて、むつ地区と大畑地区で完了してい

なかった理由をお聞きしたいです。

〇議長（冨岡幸夫） 公営企業管理者。

（ ） 。〇公営企業管理者 村田 尚 お答えいたします

むつと大畑処理区につきましては、平成15年ぐ

らいからの供用開始というようなことになりまし

て、まだ整備が途上というようなことになってお

ります。

行政報告のほうにもありましたとおり、やはり

資機材等の値上がりですとか、様々工事に関する

環境も当時とは大分変わっておりまして、財政的

な負担が大きくなってきているというようなこと

。 、 、もございます 川内 脇野沢地区につきましては

それ以前に事業が完了して、今はもう専ら処理の

ほうに専念しているというような状況でございま

すので、そういう違いということがあろうかと思

います。

〇議長（冨岡幸夫） ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「
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〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

以上で行政報告を終わります。

◎日程第４～日程第21 議案一括上程、

提案理由説明

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第４ 議案第84号

むつ市部設置条例の一部を改正する条例から日程

第21 議案第101号 令和５年度むつ市下水道事

業会計補正予算までの18件を一括議題といたしま

す。

市長から提案理由の説明を求めます。市長。

（山本知也市長登壇）

〇市長（山本知也） ただいま上程されました18議

案について、提案理由及び内容の概要をご説明申

し上げ、ご審議の参考に供したいと存じます。

はじめに、議案第84号 むつ市部設置条例の一

、 、部を改正する条例についてでありますが 本案は

市の重要施策の実現に向けた取組を加速させると

ともに、より効率的な組織体制を構築するため、

企画政策部を政策推進部に、民生部、福祉部及び

健康づくり推進部を市民生活部及び健康福祉部

に、経済部を産業政策部に、それぞれ再編するも

のであります。

次に、議案第85号 むつ市職員の給与に関する

条例等の一部を改正する条例についてであります

が、本案は、青森県人事委員会の県職員の給与に

関する勧告に鑑み市職員の給料月額等を改定し、

及び会計年度任用職員に勤勉手当を支給するため

のものであります。

次に、議案第86号 むつ市特別職職員の給与に

関する条例の一部を改正する条例及び議案第87号

むつ市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例についてであります

が、これら２議案は、特別職職員等の期末手当の

支給割合を改定するためのものであります。

次に、議案第88号 むつ市職員の特殊勤務手当

に関する条例の一部を改正する条例についてであ

りますが、本案は、特定新型インフルエンザ等か

ら人の生命及び健康を保護するために行われた措

置に係る作業に従事した職員に特殊勤務手当を支

給し、並びに家畜伝染病の防疫作業のうち心身に

著しい負担を与えると認められるものに従事した

場合に支給する特殊勤務手当の支給額を引き上げ

るほか、所要の条文整備をするためのものであり

ます。

次に、議案第89号 むつ市国民健康保険税条例

の一部を改正する条例についてでありますが、本

案は、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を

構築するための健康保険法等の一部を改正する法

律による地方税法の一部改正に伴い、産前産後期

間における国民健康保険税の減額について規定す

るため、所要の条文整備をするためのものであり

ます。

次に、議案第90号 財産の取得についてであり

ますが、本案は、むつ市役所本庁舎に除雪ドーザ

を配備するためのものであります。

次に、議案第91号から議案第95号までの指定管

理者の指定についてでありますが、これら５議案

は、むつ市海と森ふれあい体験館、むつ市心身障

害者ふれあいの家、地方卸売市場大畑町魚市場、

むつ市奥薬研修景公園外１施設及びむつ市水川目

地区堆肥センターの管理について、指定管理者を

指定するためのものであります。

次に、議案第96号 むつ市監査委員に選任する

者につき同意を求めることについてであります

が、本案は、議員のうちから選任する監査委員に

浅利竹二郎氏を選任いたしたく、提案するもので

あります。

次に、議案第97号 むつ市教育委員会の委員に

任命する者につき同意を求めることについてであ
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りますが、本案は、本年12月25日をもって任期が

満了となります黒木和之氏を再任いたしたく、提

案するものであります。

次に、議案第98号 令和５年度むつ市一般会計

補正予算についてでありますが、本案は、３億

9,306万1,000円の増額補正でありまして、これに

より補正後の歳入歳出予算総額は、436億2,141万

6,000円となります。

まず、歳出の主なものについてでありますが、

各款にわたり職員の給与改定、配置替え等に伴う

人件費の増減調整をしております。

総務費には、国が策定する標準仕様に準拠した

システムに移行するための地方公共団体情報シス

テム標準化事業費のほか、人事給与システム更新

事業費及び法令改正に伴う住民情報システム等の

改修事業費を計上しております。

民生費には、前年度の生活保護費国庫負担金等

の精算に伴う返還金を計上しております。

農林水産業費には、中国による日本産水産物の

輸入停止措置及び物価高騰の影響を受けているホ

タテを扱う水産事業者を支援するため、冷凍ベビ

ーホタテ消費拡大対策学校給食活用事業費及びホ

タテガイ養殖業物価高騰緊急対策支援金を計上し

ております。

商工費には、海外における陸奥湾産ホタテ加工

品の販路開拓・拡大を図るため、むつ市好吃的扇

貝！台湾プロモーション推進事業費を計上してお

ります。

土木費では、宇田児童公園トイレ新築工事にお

ける入札不調による設計内容の見直しに伴い、都

市公園ストック再編事業費を増額しております。

次に、歳入についてでありますが、国・県支出

金には歳出との関連において補助見込額を計上

し、市債では事業との関連において借入見込額を

増額しておりますほか、繰入金では補正財源を調

、 。整するため 財政調整基金を取り崩しております

なお、年度内に事業の完了が見込めないことか

ら、道路整備事業、都市公園ストック再編事業及

び金谷都市拠点地区都市構造再編集中支援事業に

ついて、繰越明許費を設定しておりますほか、放

課後児童健全育成事業、市道等維持事業及びむつ

市海と森ふれあい体験館外３施設の指定管理料に

ついて、債務負担行為を追加しております。

次に、議案第99号 令和５年度むつ市介護保険

、 、特別会計補正予算についてでありますが 本案は

介護保険制度の改正による介護保険事務処理シス

テムの改修等に伴う682万円の増額補正でありま

して、これにより補正後の歳入歳出予算総額は、

69億291万8,000円となります。

次に、議案第100号 令和５年度むつ市水道事

業会計補正予算についてでありますが、本案は、

職員の配置替え等に伴う人件費の増減調整及び修

繕費の増加に伴い補正するもので、収益的支出に

おいて2,123万8,000円を増額しております。

次に、議案第101号 令和５年度むつ市下水道

、 、事業会計補正予算についてでありますが 本案は

燃油価格の高騰に伴う電気料金の増加等により、

収益的収入及び支出において、支出では1,370万

1,000円を、収入では1,245万4,000円をそれぞれ

増額しておりますほか、資本的収入では1,245万

4,000円を減額しております。

以上をもちまして、上程されました18議案につ

いて、その大要を申し上げましたが、細部につき

ましては、議事の進行に伴いましてご質問により

詳細ご説明申し上げます。

何とぞ慎重ご審議の上、原案どおり御議決及び

ご同意賜りますようお願い申し上げる次第であり

ます。

〇議長（冨岡幸夫） これで提案理由の説明を終わ

ります。

◎散会の宣告
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〇議長（冨岡幸夫） 以上で、本日の日程は全部終

わりました。

お諮りいたします。明11月29日から12月１日ま

で並びに12月４日及び５日は議案熟考のため休会

したいと思います。これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（冨岡幸夫） ご異議なしと認めます。よっ

て、明11月29日から12月１日まで並びに12月４日

及び５日は議案熟考のため休会することに決定い

たしました。

、 、なお 12月２日及び３日は休日のため休会とし

12月６日は一般質問を行います。

本日はこれで散会いたします。

午前１０時３２分 散会
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